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第７章　長期の競争の要件

１．従業員代表を役員会に

対策：長期の株主

　これまでさまざまな産業のイノベーションを

みてきた。その結果、イノベーションを生みだ

し、発明にとどまらず実際に産業化して市場の

競争にうって出、成果をあげる主役は人材であ

ることを知った。技術もまたそれを担うのは人

材なのだ。そしてそうした人材の形成は概して

長期を要することが明らかになった。長期の視

野、長期の競争の重要性は疑いを容れない。問

題はいかにしてその長期の競争を確保するか、

その条件、そしてそれを実現する方策はなにか、

である。

　これまでの提案で考慮に値するのは、さきに

もふれた Michael Porter［1992］の対策であろう。

その中心的な内容はつぎの 2 点であった。a．5
年以上の長期保有株主の優遇、b．取締役会へ

の従業員代表の参加であった。このうち a を強

調するのはむしろ原［2007］［2009］である。

はるかに具体的に提示した。マイケルポーター

は長期の株の保有者の「優遇」をいうにすぎず、

「優遇」の内容にはあまりふれなかった。1992
年という時点を考えれば、それも自然かもしれ

ない。これにたいし原［2007］［2009］ははっ

きりと 5 年以上株の所有者にのみ重要な株主権

の行使をみとめるべし、と提案する。

　両者とも研究開発という長期の競争力の根源

を活かすために、この改革は企業に欠かせない、

と主張した。ただし、はるか後年の議論だけに

原［2007］［2009］は格段に具体的である。み

ずからシリコンバレーでベンチャーキャピタル

を経営し、数々のベンチャー企業に会長として

のりこみ、米の最先端の事業を経験しているが

ゆえに、その提案は迫真的である。そうした長

期保有の株主にかぎった資本市場をたとえば日

本でつくれば、世界から長期をめざす資金があ

つまってくる、と断言する。長期をめざす真の

企業家は世界にすくないのだ、と。

　また、従来の資本市場でも、内部留保をとり

くずし配当に回せという短期株主の主張にたい

し、それならば 10 年前までの株主をもふくめ

て配当せよと主張する。なぜなら内部留保は長

年の株主の貢献でもあるからだ。その根本的な

理由は、まさに真の研究開発が不確実で長期を

要し、それゆえ長期の企業の研究投資をささえ

ることこそ、真に社会に貢献するからだ、それ

こそが企業の意義だ、との強調にある。これら

の点はわたくしのこのシリーズの主張とまった

く一致し、こころから賛同する。1）

　賛同しながら、わたくしは a．長期保有株主

の優遇よりも、b．従業員を役員会に、という
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提案をさしあたり重視する。それはわたくしの

知るかぎり、a の方策はどの国もまだ経験がと

ぼしいことだ。2）　もちろん先に実践してわる

いことはない。だが、世にはわからないことが

少なくない。したがって多少の先例があると、

その是非の判断に助かる。その資料の不足が、

わずかな気がかりとなる。

対策：役員会へ従業員代表を

　ポーターも b．従業員代表を少数ながら役員

会に送り込む方策を提案した。だが、米では一

顧だにされなかった。提案時、範とされた日独

経済、とりわけ日本経済がその後「低迷」した。

他方、米経済はアップルなどを象徴として勢威

を保ったからであろう。だが、冷静に米以外の

先進国を見わたせば、この方策は、すでにその

すくなからずの国が実践している。その分他に

比してやや懸念のすくない方策ではないだろう

か。b をここでよりつよく提案する直截な理由

を、さらに説明しておきたい。

　なによりも重要な理由から語ろう。長期の業

績にもっとも直接影響するのは、それぞれの企

業の資金配分である。短期の業績を重視し当期

の配当をふやすか、それとも長期の競争力の礎、

研究開発や設備投資に費用を投じるかである。

それをきめるのは、ほかでもない、それぞれの

企業の役員会である。まさにその決定の場に、

従業員代表を少数ながら送りこむことが肝要と

考える。

　従業員一般はともかく、その代表ともなれば、

長年その企業に働き、そこに職業的生涯をかけ

てきた人たちであろう。長期の雇用、したがっ

て長期の業績を重視し、それゆえ長期の競争力

を希求している。しかも競争力向上の具体的な

方策に、それなりの知恵を持っている人も多か

ろう。役員会のなかで複数ならば少数でよい。

従業員代表の参加こそ、と考えている。ときに、

少数ならばなんの影響力があろうか、と疑問視

されるかもしれない。だが、役員会が長期派と

短期派にわかれるとき、長期派に、少数ながら

数票の支持を見込めるのは、きわめて肝要では

ないだろうか。

　といえば、いまの日本のはやりの議論からは、

あまりの「現実ばなれ」、従業員重視にすぎる、

と一笑に付されよう。従業員出身ならば、すで

にほとんどの役員がそうではないか、それこそ

企業一家主義の弊害がつよまろう、と反論され

よう。だが、現状の役員と従業員代表とでは、

大きな違いがある。それは社長が実質的に選ぶ

のではない、ということだ。現状の役員は、た

とえ従業員出身であれ、法律上はともかく、実

際上は社長が選んでいる。これにたいし従業員

代表は、社長が実質的にも選ぶことはできない。

とはいえ、さらに反論がでよう。企業の意思決

定に遅れがでるのではないか、効率を損ねるの

ではないか、などの議論が続出しよう。それら

の反論は、のちに他国の実績をみることで吟味

しよう。

　なによりもまず、これは世界市場で日本と競

争する西欧、北欧の多くの国の、すでに長年実

践してきたところなのだ。いわば先進国相場の

ひとつなのである。米しかみようとせず、それ

のみを先進世界と思い込んでいる日本の多くの

論者には、それが見えない。

　ほかにももちろん理由がある。ただし、他の

理由にすすむまえに、いくつか注釈しておく。

そうでないと、この提案の意味が具体的に理解

されまい、とおもうからである。役員会とはな

にか。とくに日本が範としやすい米があいまい

なのだ。そして少数とは何人か、などである。

一元制と二元制

　ここで役員会というあいまいな言葉を用いた

のは、いま先進国の株式会社の役員会に 2 種あ

るからである。よび方はいろいろだが、要は一

元制 one-tier board system と二元制 two-tier board 
system である。一元制とは managing board（執

行役員会）のみ、　2 元制とはそのうえに

supervisory board（監督役員会）を置くもので

ある。いまの日本は一元制で、managing board
を取締役会とよんでいる。

　他方、二元制で分かりやすいのはドイツで、

supervisory board を監査役会 Aufsichtsrat とよ

ぶ。それが社長や取締役を選びきめる。また企

業の経営の基本方針をきめる。その意味では最

高経営会議とよんでもよいほどの権限を、法律
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上はもつ。ところが実際上は非常勤の集まりに

すぎず、そうひんぱんには会合しない。ドイツ

の大企業のばあい、年 4 回、いや年 2 回のとこ

ろがふえているという（吉森［2001］p．208）。
したがって実際上は経営の執行をゆるく監視す

るにとどまる。それでも社長、取締役の選任を

にぎっているのは注目すべきである。いまの日

本で役員を選ぶのは、法律上は株主総会だが、

実際上は現社長の意向であろう。

　言葉づかいに当惑する。というのは、日本で

よく参考にされる米は形のうえでは一元制で、

それゆえ取締役会とよばれる。もとの言葉

board of directors からもそう訳すのが自然であ

る。だが、いまやその構成員の大半は社外取締

役 outside directors つまり非常勤で、常勤役員は

少数派として社長 CEO（Chief Executive Officer）、
専務 COO（Chief Operating Officer）、財務担当

CFO（Chief Financial Officer）など執行役員の

一部が入っているにすぎない。しかも社外役員

が大半をしめるこの取締役会が、社長やおもな

執行役員をきめる（もっとも社外役員を決める

のは CEO のようだが）。つまり実質的にはドイ

ツの監査役会にやや近くなる。

　こうした点を考慮し、managing board と

supervisory board という中立の言葉を使うべき

かもしれない。だが、なるべく日本語で通した

い。以下米など一部の国であいまいになるのを

承知のうえで、一元制の役員会を取締役会、二

元制のばあい取締役会と監査役会とよぶことに

しよう。

　ここで役員会の言葉づかいにこだわったの

は、従業員代表の割合にすくなからず影響する

からである。もし二元制なら supervisory board
の方に従業員代表が参加するのがふつうで、そ

のばあいなら少数とはいいながら 3 分の 1 てい

ど、という欧州の例が多い。なぜそうかは、あ

とでドイツの制度をみる際に説明しよう。とい

うのは、ドイツがこの従業員代表参加制度の

もっとも先行する国だからである。一元制なら

ば、そこに入る従業員代表は、2、3 人、複数

ながらより少数となろう。その人数も欧州で先

例がある。

社外取締役とくらべて

　いまの日本の多くの議論は、まるで神の声の

ように社外取締役に期待する。それをいかに増

やすかに熱中している。他方、企業の従業員代

表を入れる議論はほとんどない。3）ごくあっさ

りとではあるけれど、このふたつを比較してみ

る。社外取締役に期待する理由は、ふつう、a．
企業の「外」の声、そして b．他の企業を経営

した深い経験や多くの企業をみた「識見」であ

ろう。だが、まず企業の外の意見、すくなくと

もその代表の意見といえるだろうか。というの

は、社外取締役を選ぶのは、ふつう社長である。

なにも日本にかぎらず米でも同様である。企業

の外の人に違いはないが、いわば社長の援軍、

平たくいえば「お友達」であって、肝心のとき

にきちんと反論し反対できようか。自分を任命

した社長に楯突くのは容易ではない。

　そうした反対がなかったわけではない。日本

でもっとも著名な例は、かの三越の岡田社長解

任の際の、三井銀行会長であった小山五郎であ

る。かれが敢然と社長解任を提案し、解任派を

あと押ししたために、岡田解任が成功した。た

だし、それは昨今いうところの社外取締役にあ

たろうか。まさしくメインバンクとしての、そ

れこそ大株主の発言ではないだろうか。また、

こうした解任、いや解任までいかなくともそう

した深刻な問題がむしろまれにしか起こらない

ことがしめすように、大株主でもない社外取締

役への期待は過大におもわれる。

　それは社外取締役の見識が不足しているから

ではあるまい。なによりもその企業のことをよ

く知る時間がたりない。非常勤つまりパートタ

イムである。非常勤でも同業ならば、かなりそ

の知識が生きようが、まずそれはありえない。

競合相手の企業に、わざわざ自社の手の内をさ

らすポストを提供するはずがない。他産業の知

識こそあれ、その事業の知識のとぼしい人、ま

してや非常勤で事情をよく知る時間がない人

に、よりよい提案をどれほど期待できようか。

　これらの点で、従業員代表はむしろ、いや、

はるかに優る確率が高い。その企業にフルタイ

ムで長期につとめている。その企業をよく知る

長い経験がある。しかも社長によって選ばれ任
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命されたのではない。しかも社内での長年の仕

事ぶりをみて仲間が代表に選出している。どう

して識見がないといえようか。さらに、企業の

なかのある分野で長年の経験がある。また取引

先の他社ときびしい取引の経験をつんでいる。

どうして企業内に埋没しているといえようか。

こうした経験、知識があればこそ、従業員組織

と企業の共働は、競争力を高める方策を考え実

践しやすい。

企業、事業所レベルにおける労働者発言の生産

性効果

　その点に関連した計量分析がないわけではな

い。かなり前からいわゆる High performance 
work systems の研究の流れが連綿として米に

あった。とくに 1990年代半ばのOsterman［1994］
以来、堰を切ったように続々と現れてきた。な

かでも最高と目される業績はかの Ichniowski， 
et al．［1997］である。ただし、その主眼は職

場レベルの発言の効果の測定にあった。企業や

事業所レベルの労使協議制 works council の生

産性効果は、こと西欧、北欧に関するかぎり、

事例の観察はあっても、計測はまだ少数にとど

まる。ましてや企業の役員会への従業員代表の

参加につき、その生産性効果を計測した研究は、

さきに記したドイツの一例（このシリーズの第

1、5 章）をのぞき、寡聞にして知らない。つ

まり、この文章の主張を直接支持する数量分析

の結果はまだとぼしい。

　ではまったく数量分析の支持がとぼしいかと

いえば、かならずしもそうではない。ふたつあ

る。第一、日本についての計測である。日本は

西欧の多くの国と違い、企業や事業所レベルの

労使協議を、周知のように法律で義務づけてい

ない。にもかかわらず労使協議制がひろく普及

している。それは多くの研究者たちの考えより

も、かなり前から存在するらしいのだが、いま

その点は措く。おもに近時を計測した Kato and 
Morishima ［2002］， Kato and Owan ［2011］はそれ

ぞれていねいにその生産性効果を有意に計測し

ている。ともにアンケート調査で、前者は 2,107
社に質問をおくり 18％から回答をえた。後者は

ソフトウエアを作成、または利用する企業、3、

017 社から 12％の回答をえた。いずれも経済産

業省関係の企業名簿からの調査である。

　第二、米である。ただし、そこは労使協議制

ではなく、労働組合の生産性効果を有意に計測

している。おもなものをあげれば、Osterman 
［1994］，　Ichniowski， et al．［1997］， Black and 

Lynch ［2001］［2004］ で あ る。Osterman は

1992 年 649 事 業 所 に 電 話 で 話 を 聞 い た。

Ichniowski， et al．［1997］は、鉄鋼産業の全米

で 60 本ある仕上げラインのうち、45 本、21 社

を尋ね、なかで月別にデータが得られた 36 ラ

インをとりあげた。めざましい方法というべき

であろう。Black and Lynch は 3000 事業所に電

話取材し 75％の回答を得た。逆に労働組合を

明示的に計算の枠に入れながら、その生産性効

果を否定した研究を知らない。つまり労働者の

発言があると、その他の条件がおなじばあい、

生産性が高くなる。日本ではあまり知られてい

ないけれど、米の労働組合は基本的には事業所、

企業ごとの組織が基礎にある。それゆえ、部分

的に日本でいえば労使協議制にあたる機能をも

はたしている、とみてよいであろう。

　以上の点からいえば、この章のわたくしの主

張は、計量分析の裏付けがないわけではないけ

れど、まだ充分ではない、といわねばなるまい。

それゆえ第 2 節でドイツや西欧の事例をみてい

く必要があろう。　

ファイナンスは規制できるか

　その前に、企業への従業員代表の参加を提案

する他の理由を見のがすわけにはいかない。そ

の重要な理由は、ファイナンスへの規制に効果

的な方策がなかなか見つからないことだ。長期

の競争方式を蝕んできたのは、これまでみてき

たようにファイナンスである。それならば、ファ

イナンスを規制すればよい、従業員代表参加を

もちだすのは筋違いではないか、そうおもわれ

るかもしれない。だがいったい、ファイナンス

を効果的に規制できる方策があるのだろうか。

　ファイナンスの短期化の主役は、すでに第 5
章でみてきたように、いまやヘッジファンドで

ある。政府規制がとぼしかったからである。だ

が、ことはけっしてヘッジファンドに終わらな
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い。やや長い説明になるが、その話を省くわけ

にはいかない。

　ヘッジファンドがこれまでほとんど政府の規

制を受けてこなかった理由は、個人の資産家の

みを相手にし、一般大衆を取引相手としない建

前からであった。これにたいし一般銀行はもち

ろん投資銀行また投資信託も、一般大衆が利用

できるがゆえに、一般大衆を保護する必要が生

じ、政府はそれぞれきびしく規制してきた。規

制のおよばぬ分野にのりだしたのが、ヘッジ

ファンドであった。

　まず本社を税金逃れの地、バーミューダ諸島

やケーマン島などタックスヘブンにおく。した

がって米のヘッジファンドでも政府への報告義

務もとぼしく、実態がなかなか把握できない。

いくつかの調査機関の部分的な「調査」結果に

よるほかない。さらに、とりあつかうカネの形

態がどんどん多様化する。さまざまな証券類が

取引される。あるいはさまざまな取引文書が証

券化される。つまり規制しようとしても、その

規制対象はおどろくほど多様になり、しかもつ

ぎつぎと新手が登場するのである。

　そのうえ、ヘッジファンドに流れる資金のか

なりは、個人の資産家にとどまらない。「健全」

で「堅い」はずの一般銀行にまでおよぶ。大勢

の庶民から一般銀行のあつめたカネがヘッジ

ファンドに投資される。もちろん日本の都銀も

米のヘッジファンドに投資する。そして、カネ

はいまや瞬時に世界各地を駆けめぐる。いった

いそれぞれの国民国家がこれを有効に規制でき

るものかどうか。これまでも多くの試みがなさ

れたが、なかなか成功しなかった。打つ手がと

ぼしいことを示唆しよう。ファイナンスの規制

に執心するよりも、他の方策に注目する方がは

るかに効率的だろう。

２．欧州の先例 

ドイツの事情

　役員会への従業員代表参加を推奨するおもな

理由は、すでにふれたように欧州を中心にすで

に多くの先例がある、ということである。米国

だけを全世界と誤解しやすい日本のおもな議論

にとって、見逃しやすいが大事な理由である。

それは対策の立案に役立つ資料の蓄積というに

とどまらない。世界経済の先頭集団のひとつ、

欧州がいわば国際相場をつくりつつある、とい

える。

　世の問題には答えのはっきりわからないこと

がたくさんある。そのとき、いわば右を見、左

を見、近隣の相場を参考にしてとりくむのも、

ひとつの方法と考える。身近な例をあげれば、

春闘相場である。賃金決定に明確な理論はまだ

確立されていない。そのばあい同業他社の相場

や産業間に通じる一般相場にならうと、まあや

むを得ないか、とおさまりやすいのだ。

　先例のなかでも、とりわけ欧米で経済実績の

よいドイツがその先頭を切ってきた。ドイツで

は 1951、2 年からという歴史がある。いやさか

のぼれば、ワイマール時代の法律からともいえ

よう。そうなると 1 世紀近い。法律とまでいか

なくとも、そうした慣行や考えはもっと遡ろう

（吉森［1982］pp. 163－4）。そのドイツ経済の

実績は、最近にとどまらず、第二次大戦後を通

じほとんどの期間欧州でもっともよい。たんに

量的によいのみならず、質の面でも、すなわち

技術面でもしばしば最先端を切り開いてきた。

　もっともドイツの方策についてはすでに日本

語文献も相当あり（藤内［2009］など）、また

わたくしもかなり前ながら、その実際の慣行も、

いくつかの事例につき立ち入って観察した（小

池［1978］第 2 章）。だからといって、その記

述をまったく省くわけにはいくまい。まずはド

イツの、それも実際の方式を説明しないと、他

の欧州の国の体制も理解しにくい。ドイツを参

考にした国がすくなくないのだ。また、ここで

の提案の意味もはっきりしまい。ただし行論の

展開にとって必要最小限にとどめよう。

　ドイツには従業員代表の役員会参加につき、

現行3つの制度がある。a．1976年新共同決定法、

一般産業（鉄鋼、石炭をのぞく）2,000 人以上

規模の大企業に適用される。以下「一般大企業

方式」とよぶ。b．1951 年共同決定法、鉄鋼と

石炭 1,000 人規模以上企業に適用される。以下、

「鉄鋼石炭共同決定法方式」とよぶ。c．1952
年（1972 年改正）経営組織法、500 人以上 2,000
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人未満企業に適用される（この規模の限定は役

員会への従業員代表の参加のばあいであって、

おなじくこの法律が規定する事業所従業員代表

組織は 5 人規模以上）。以下「経営組織法方式」

とよぶ。うち「一般大企業方式」がもっとも注

目されるが、「経営組織法方式」も欧州各国ま

た EU の推進する方式の原型でもあり、逸する

ことはできない。「鉄鋼石炭共同決定方式」は、

かつては重要な産業が対象であったが、いまは

適用企業も少なく、ここではあまりふれない。

「一般大企業方式」

　3 つの方式のいずれも二元制で、監査役会

supervisory board への従業員代表の参加を法律

で義務づけている。違いは従業員代表の割合と、

そのなかに労働組合代表を入れるかどうか、で

ある。「一般大企業方式」では、監査役会の半

分を従業員代表がしめる（この点は鉄鋼石炭共

同決定法方式も似る）。監査役会の人数は規模

で異なるが、かりに 20,000 人規模をとると、

労使それぞれ 10 人計 20 人となる。それでは労

使が対立したときことが決まらないので、議長

がさらに 1 票を投じる。他方、「鉄鋼石炭共同

決定方式」は議長を別に一人おく。一応中立と

はいうが、経営側、つまり大株主が議長につく

ようだ。4）　「経営組織法方式」では、従業員

代表は監査役会の 3 分の 1 となる。

　労働組合代表は、一般大企業方式では従業員

代表の一部に入る。人数は規模できまっており、

10 人の従業員代表ならばうち 3 人などとなる。

つまり、その企業の従業員代表が多数を、労働

組合代表が少数をしめる（鉄鋼石炭共同決定方

式ではほぼ半々）。これにたいし、経営組織法

方式は労働組合代表をいれるべしとの法の規定

はなく、結果的にはその企業の従業員代表がす

べてをしめるようだ。その違いの意味はやや込

みいっており、通常の文献はあまりふれてなく、

ここで説明しておく。

　まず日本のふつうの常識にしたがえば、ドイ

ツは典型的な産業別労働組合だから、企業の従

業員組織とはまったく別、労働組合代表とは従

業員でない外部のもの、という認識があろう。

なるほど形式上はドイツの労働組合は、企業や

事業所レベルに表立った下部組織がなく、組合

専従者をおいていない。他方、従業員代表はま

さにその企業の従業員と考える。企業の内と外

の人という感覚であろう。労働組合代表とはそ

の組合の役員で、大企業ならば元従業員がいる

かもしれないが、ひとまず外の人とみるのがふ

つうであろう。もちろんドイツの従業員も内の

人をえらびたい。それゆえ「経営組織法方式」

のように法の規定がないばあいは、全員がまさ

に従業員代表となるのであろう。

事業所従業員代表組織 Betriebsrat

　だが、以上は法律の規定にすぎない。実際の

組織と機能は話が別である。企業や事業所レベ

ルに下部組織をもたない産業別労働組合は、そ

もそも機能できない。大工などの職能別組合は

話が別だが（もちろん日本でも）、ふつうの産

業ではドイツであれどの国であれ、当然に企業

や事業所レベルに基礎組織をもつ。ドイツの労

働組合はその事業所、企業レベルの基礎組織を

あずかる職場委員 Vertrauensleute をおく。もち

ろん従業員であり組合員である。ただし組合の

専従者ではない。

　じつは代わりの組織がその人々に専従者のポ

ストを提供し、むしろ組合組織よりもひろく企

業、事業所レベルに普及している。事業所従業

員代表組織 Betriebsrat である（企業レベルであ

ると企業従業員代表組織 Unternehmensrat）。日

本ではふつう経営協議会と誤って訳すが、経営

側は入らず、事業所従業員代表の組織というこ

とばがその実態にふさわしい。そのメンバーは

しばしばさきにふれた職場委員であり、そこで

組合と実際にはつながっている。そして監査役

会の従業員代表は、ほぼ主要な事業所代表組織

のリーダー、ドイツでは議長というが、かれが

選ばれる。日本なら工場別労働組合委員長にあ

たろうか。日本もそうだろうが、ドイツでも長

年の勤続者が多い。この事業所従業員代表組織

の普及は、法律上は 5 人規模以上だが、実際は

大きなところまでで、それでももちろん労働組

合よりは存在範囲が広い。

　このドイツの方式は、その経済実績が先進国

のなかではなはだよかったからか、あるいは労
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働者代表政党の伝統のゆえか、産業民主主義の

旗印として、1970 年代ごろから他の欧州大陸

諸国へひろがっていった。さらにのちにみるよ

うに、ヨーロッパ連合 EU にも影響した。

　ドイツ経済の実績のうち、第二次大戦直後の

経済成長は、敗戦といういわば最低レベルから

の立ち直りの面もあったろう。だが、そのめざ

ましさはその後も、そして今も続いている。ド

イツ方式がかなりの欧州諸国に影響したとみら

れる 1970 年代も、成長率、失業率などはきわ

めて良好であった。

　そのころのドイツの共同決定制度のいくつか

の実態調査は、この従業員参加方式の効果とし

て、つぎのことを挙げていた。職場で働く労働

者たちに、企業についての信頼できる経営情報

がくわしく伝えられた。なにしろ企業の最高経

営会議からの情報である。売れゆき、その先行

きの見通し、競争相手の状況などが伝わる。そ

の結果、ドイツははげしいストライキなしに雇

用を削減できた。

　例をエネルギー革命への対応にとろうか。当

時のエネルギー革命とは石炭から石油への移行

であった。敗戦直後繁栄をほこったドイツ石炭

業も、石油との競争に直面し雇用を削減しなけ

ればならない。ところが企業の状況、業界の状

況がはやくから、しかも信頼すべき従業員代表

たちから、それも企業の最高経営会議の情報と

して伝わる。ストライキの効果のとぼしさが前

もってわかり、犠牲の少ない対処の基礎となる。

　ドイツは第二次大戦後の全期間を通じ、ス

ウェーデンとならび先進国中ストライキのもっ

とも少ない国であった。日本の通念は日本がも

ともと異様に平和な労使関係とみるが、それは

事実誤認で、第一次石油危機まで日本のストラ

イキは、労働者数 1,000 人あたりの労働損失日

数でみて、ほぼ英仏なみであった（小池［2005］
p. 245）。そして、ドイツとは様変わりで、エネ

ルギー革命にともなう雇用削減では、かの 300
日を超える三井三池の大争議を要したのであ

る。日本の労使関係をもともと極度に平和と描

くのは、他国の基本的な統計すらみようとしな

い幻想であろう。

　さらに、当時のドイツの研究者による調査で

は、企業の基本方針への決定にたいする、この

方式の影響が認められる。企業の投資計画につ

き、株主側の監査役会メンバーがやや難色をし

めすとき、むしろ積極的に経営側を応援した、

というのである。長期の投資にリスクを感じる

株主側にたいし経営者側がおしきるのを助け

た。従業員代表たちは、長期の雇用の安定をつ

よく望む職場の中堅層の意向をよく反映した、

とわたくしはみる。

満場一致

　当然ながら懸念もあった。従業員代表が監査

役会の半数もしめれば、たとい議長が経営側で

もはたして企業が支障なく意思決定できるもの

かどうか。対立があってはことがすすまず、業

績に悪影響がでないか、という心配である。し

かし、当時のドイツの複数の調査によれば、監

査役会は満場一致でことをきめる傾向が確かめ

られた。わたくし自身も 1970 年代ドイツ大企

業の事例をいくつか聞きとりし、どのようにし

て満場一致をはかるのか、と尋ねた。

　答えはまことにわかりやすかった。前もって

の準備こそ、というのが経営側の答えであった。

なにごとにも意見がいろいろあるのは当然で、

前もって個別に役員を回り、その問題の背景や

事情をていねいに説明する。そうすればまず満

場一致が得られる、というのである。同じこと

を日本なら「根回し」などと卑下するのだが、

それを堂々と「事前の準備」と説明するのがド

イツであった。

　しかもなお、満場一致が得られないばあいも

稀にはある。有名な例はフォルクスワーゲンの

米への工場進出の件であった。国内の雇用を心

配して、従業員代表はなかなかイエスといわな

かった。そうした際は議決を強行せず、説明を

かさね翌年満場一致とした。つまり満場一致ま

で待つのである。それでも企業業績がよいのは

周知の事実である。

　以上 70 年代の事情は小池［1978］第 2 章に

おもにもとづく（ドイツの調査など元の資料は

そこに記載されている）。
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欧州諸国：義務制、二元制

　欧州諸国へ影響した理由は、ドイツの経済実

績もあろうが、まさに労働者政党の伝統でもあ

る。労働組合が政権をとっている国がすくなく

なかった。たとえばスウェーデンである。この

方式の法制のはしり 1973 年法のときは社会民

主党が長年政権にあり、労働組合がその主要な

支持者であった。そして組合組織率はまことに

高く、8、9 割にも達していた（いまも依然高い。

他の北欧諸国も高い）。

　以下、欧州大陸諸国の、役員会への従業員代

表の参加を説明していきたい。事実の認定は

もっぱら Wymeersch ［1998］による。5）　1990
年代とすこし古いけれど、従業員代表の参加を

広く各国についてみている文献は少なく、また

その後の変動もとぼしいようで、これによって

も大過なかろう。

　Wymeersch ［1998］は欧州諸国の従業員参加

制を 4 つのグループにわける。a．法律で義務

づけている mandatory グループ、これをさらに

わけて a1．二元制の役員会のばあい、a2．一

元制の役員会のばあい、ほかに b．任意の参加

制度、c．ほとんど制度のない国、以上である。

Wymeersch ［1998］によってそれぞれのグルー

プの国をあげれば、つぎのようになるか。

　a1．二元制で義務とされるのは、ドイツのほ

かには、オランダとオーストリアである（もう

すこし広くみる文献もある。広田［2012］）。オー

ストリアはほとんどドイツの経営組織法方式に

沿う。supervisory board への参加で、従業員代

表は 3 分の 1 をしめる。従業員代表の選び方は

間接選挙であって、事業所別従業員組織から選

ばれる。間接選挙か、直接選挙かは、経験深い

人が代表に選ばれるか、それとも経験が浅く「勇

ましい人」が選ばれる可能性がやや高くなるか、

に関連しよう。その意味でとりあげた。ドイツ

については、のちにややくわしく立ち入る。

　オランダは「間接的な従業員代表制」と

Wymeersch ［1998］はいう。わかりにくい表現

だか、どうやら監査役会に従業員代表が直接参

加するのではないようだ。従業員代表が入らな

い監査役会で、従業員の信頼を得ているメン

バーを互選する、その人たちが従業員の意向を

も反映する、という方式らしい。その間接的な

従業員代表から、「企業委員会」つまり企業レ

ベルの従業員組織は意見を聞かれるが、めった

に反対はない、という。なお企業委員会とは、

Wymeersch ［1998］では enterprise council　と表

記し、ドイツの事業所あるいは企業従業員代表

組織、またのちにみるフランスの企業委員会

comite d’entreprise にあたるだろう。

　このようにみていくと、ドイツではもっとも

微温的な「経営組織法方式」ですら、ヨーロッ

パでは例外的な少数とおもわれるかもしれな

い。だが、もうすこしみていくと、すくなから

ずその範囲は広がる。

義務制：一元制、スウェーデンなど

　a2．一元制ながら法律で義務づけている国と

して、Wymeersch ［1998］はデンマーク、スウェー

デン、ルクセンブルグをあげる。デンマークは

取締役会に 2 人の従業員代表が参加しなければ

ならない。しかも 35 人規模以上のすべての企

業に義務づけている。もっとも実際の普及のほ

どはわからない。なお、従業員代表とはいえ、

従業員が選挙するのだが、選挙されるものが従

業員かどうかの規定はない、との文章が

Wymeersch にある。実際に従業員でない人がど

れほど代表に選ばれているかは不詳である。

　スウェーデンも一元制の役員会に従業員代表

を参加させねばならない。1977 年法である。

Wymeersch ［1998］ はふれてないが、1973 年か

らすでに時限つきの法律ができていた。77 年

法で人数は 25 人以上規模の企業で 2 人、1,000
人以上規模となると 3 人、つまり少数派である。

他の役員と同じ権限が規定されている。ただし、

その実際の普及は不詳である。Wymeersch 
［1998］ は、従業員代表はおもに企業経営の情

報を得るのが主眼で、企業の意思決定に立ち入

るのを嫌う、と付け加えている。この指摘とほ

ぼおなじことを、1970 年代末スウェーデン経

団連のスタッフからも、わたくしは聞いている

（小池［1978］pp. 92 － 3）。
　ルクセンブルグは1,000人以上規模の企業で、

役員が 9 人以上のばあい、3 分の 1 は従業員代

表となる。従業員代表の権限は他の役員とかわ

42　　長期の競争、短期の競争―人材 vs. ファイナンス（7）



らない。

任意など

　ほかに任意の方式もある。フランスはながら

く労働組合が従業員代表の役員会参加に反対で

あった。イタリアとならんで共産党の影響がつ

よく、資本と労働は相いれないとの考えから反

対であった。それで北欧などにおくれたが、

1982 年国営企業から参加するようになった。

フランスは国営企業が多く無視できない。1986
年民間企業に少数の代表を任意でみとめた。そ

して 1994 年民営化された元国営企業では法的

な義務となった。

　1990 年代ほとんどの企業に法的に義務とな

る制度もできた。フランスでは企業レベルの従

業員組織 comite d’entreprise が普及しているが、

その代表 2 名が役員会に出席できることとなっ

た。ただし、オブザーバーで議決権がない。

　ほかに任意の制度として 2－4 人、あるいは

役員の 3 分の 1 をこえない人数で、従業員代表

が参加できる。こちらのほうは他の役員と同じ

権限をもっている。ただし普及は雇用者数で

い っ て 7 ％ ほ ど、 と Wymeersch （［1998］p. 
1150）はいう。

　フィンランドの役員会は一元制と二元制の両

方があって、選択制になっている。いずれも少

数の従業員代表を参加させることができる。実

際には 300 社が導入している、という。これが

フィンランド企業の中でどれくらいの割合か

は、規模もふくめわからない。ほかに任意の従

業員代表の参加制度がスイスにもあるが、ごく

一部の企業にすぎない。アルランドも一部の国

有企業にあるだけで、民間にはみられない。

　イタリアは従業員代表の役員会参加はまずな

い。共産党の影響のつよい労働組合が反対だか

らである。ごく一部の国有企業にみられるにす

ぎない。イタリア国鉄などで、そこは 3 名の従

業員代表が組合からはいる。ポトガルやスペイ

ンも任意の制度が国有企業にあるにすぎない。

　そうじて欧州大陸のすべてではないが、すく

なくない国に、強弱いろいろあるけれど認めら

れる。しかも長い歴史がある。ドイツにいたっ

ては前史を別にして 60 年余、スウェーデンな

どでも半世紀に近い。他方、役員会への参加が

とぼしい国は、イタリア、スペイン、ポルトガ

ルなど南欧であろうか。

企業レベルの労使協議

　企業の役員会への参加ではないけれど、従業

員代表が企業の情報を得てその意見を表明する

ことならば、別の途もある。企業や事業所レベ

ルの従業員代表組織と経営者側の協議である。

これまでもこのシリーズの随所に顔をだしてい

た。呼び方はいろいろだが、ドイツの 1952 年

経営組織法による事業所従業員代表組織の機

能、経営側との協議ときわめて似ている。それ

ゆえドイツのばあいをおもに説明しておく。た

だし、ドイツと違い役員会への従業員代表が参

加できないところでは、かえってドイツ以上の

機能をはたしているかもしれない。

　呼び名から説明しておく。それによって実態

を誤解する向きがあったからである。なお、わ

たくし自身はそうした従業員代表組織を 1970
年代、90 年代ドイツとフランスでたずねてい

る。ドイツでは Betriebsrat とよぶ。Betrieb は

事業所、rat は人々があつまり協議することを

いう。ブルーカラーだけでなく非管理職のホワ

イトカラーも入る。それぞれのグループから代

表が選挙される。法によって規模 5 人以上の事

業所に義務づけづけているとはいえ罰則はな

く、実際にどれほど普及しているか不詳だけれ

ど、労働組合よりははるかに広がっている。

　それというのも、その費用が会社もちだから

である。規模によって専従者の人数も法でき

まっているが、その人たちや事務職員のサラ

リー、事務所、庶務などの経費は会社負担なの

だ。なぜなら形式上は労働組合組織ではないか

らである。したがって争議は禁止されている。

もっとも禁止されても争議はおこるが。

その機能

　労働組合員が多い企業となると、つまりある

規模以上となると、その従業員代表はほぼ労働

組合の職場委員 Vertrauensleute から選ばれる。

その人たちは労働組合委員としては非専従だ

が、その一部は事業所従業員代表組織として職
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場の仕事からはなれ専従者となる。

　経営側との協議は、法律上はいくつかのレベ

ルにわかれる。こまかい労働条件や福祉事項な

どは「共同決定権」があり、従業員代表側の承

諾がないと企業側は実施できない。だが、多く

の人事事項については「協議権」をもつけれど、

労働者側の同意がなくとも経営側は実施でき

る。労働側は不満ならば労働裁判所に提訴でき

る。日本でいえば労働委員会にでもあたろうか。

ただし、解雇者の決定基準は事業所従業員代表

組織の同意を要する。そして生産計画など経営

情報については説明をうける権利がある。この

説明をうける権利という点で、企業の経営情報

を得、また労働側が意見を表明できる。

　もっとも以上は法律の規定であって、実際に

どれほど実施されているかは別である。かつて

1970 年代、90 年代わたくしがわずかな事例を

まわり、また当時のドイツの調査報告をみるか

ぎり、ほぼ規定どおり、ときにそれ以上に実行

されていた。たとえば、解雇は決定基準をこえ

てこまかい点まで、事業所従業員代表組織の同

意を得ていた。専従者の人数はしばしば法律の

規定をうわまわっていた（小池［1978］また藤

内［2009］）。
　このような労使協議の方式は、名はかわるが

他の欧州諸国にひろく認められる。フランスは

直訳すれば企業員会 comite d’entreprise である。

その組織の機能のひとつが、企業の意思決定へ

の参加ではないけれど、企業の経営情報を得、

意見を表明することなのだ。

　こうしたことをあえてわざわざ説明したの

は、ヨーロッパ連合 EU の実施しつつある方式

に近いからである。これまでの話はそれぞれの

国内法のことであった。さらにヨーロッパ連合

EU も、この従業員代表との労使協議の分野に

のりだしている。節をあらためてそれをみよう。

ＥＵの制度

　1970 年代はじめ EU（当時は EC だが、以下

わずらわしさを避けるために時期をとわず EU
という）は、ドイツの「経営組織法方式」をほ

とんどとりいれた指令 directive 案を用意した。

役員会の 3 分の 1 を従業員代表とする案である。

適用される企業はいわゆる「欧州会社」であっ

た。EU で 1,000 以上規模、かつ EU 内の 2 か国

以上でそれぞれ 150 名以上雇用する企業である。

　「指令 directive」とは EU の法律の 1 種である。

一段と規制のつよいのが regulation で EU 法と

して加盟国に直接適用されるのにたいし、指令

directive はややゆるい。おなじく EU 法ではあ

るが、その規定する結果をうみだすような国内

法措置を、各国に要求するにとどまる。その案

は、かなりの欧州諸国が役員会への従業員代表

制を促進する傾向を、反映していたとみられる。

だが、この指令案は EU の理事会をとおらな

かった。国により一元制、二元制の別もあり、

いまにいたるまで成立していない。

　かわりに企業の従業員代表組織と経営との協

議が実現した。10 数年の歳月をついやした議

論 の す え、1994 年 欧 州 企 業 従 業 員 組 織

European Works Council の指令 directive が欧州

理事会を実質的にとおった。実質的というのは、

全加盟国でなく英をのぞく 11 か国の合意だか

らである。

　ここに誤解をまねきやすい点がある。

European Works Council は欧州企業の従業員代

表組織である。ところが、しばしば「欧州労使

協議会」と日本では訳される。最初にそう訳し

た人は事情をよく承知だが（伊澤［1996］）、こ

の訳語だと労使が協議する会合のようにきこえ

る。そうではない。それはこの組織のひとつの

機能にすぎない。「欧州企業従業員代表組織」

と訳した方が実態にふさわしいと考える。

　この組織がその機能のひとつとして、経営側

と協議し、企業の情報を得、意見を表明する。

この点はドイツの事業所従業員代表組織が、そ

の機能のひとつとして、経営側と協議し経営情

報の説明をうけるのとかわらない。意思決定に

参与しない点でもかわらない。役員会への参加

より一段とよわい「参加」である。わたくしが

知り得たところでは、現行では 2002 年と 2001
年の Council Directive が適用されているようだ

が、大筋でうえに説明したことと大差ない。た

だし、実際の普及度はわからない。
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日本の労使協議制との比較

　機能面では、うえの EU の欧州企業従業員代

表組織と、現行の日本の労使協議制とはすくな

からず似ている。また多くの欧州諸国の企業・

事業所従業員代表組織ともかわるまい。経営情

報、そしてその討議、従業員の意見表明という

点である。意思決定におよばない点でもかわる

まい。組織面でも、その企業の従業員代表組織

という点で違いはない。

　普及度という点では、おそらく日本の方が広

いであろう。EU や欧州各国の普及度のよい資

料を知らず明言できないけれど、日本は労働省

「労使コミュニケーション調査」があり、その

めざましい普及がわかっている。労働組合の存

在範囲をはるかにこえ、労働組合のない中小企

業にも広がっている（小池［2014］）。
　その意味で日本は、役員会への従業員代表の

参加よりていどは弱いけれど、企業の情報の獲

得、討議、意見表明というレベルでは、従業員

代表の参加はより普及している、といえよう。

そのことは役員会への参加という一段進んだレ

ベルでの参加への、大きな一歩となろう。

米の従業員持株制

　これまで欧州中心にすこし日本にもふれた

が、アメリカの話はまったくでてこなかった。

アメリカはこうした制度と無縁なのだろうか。

いやそうではない。従業員の役員会への参加と

までいかなくとも、経営への発言の機会は他に

もある。そのひとつは株主としての発言である。

すなわち従業員持ち株制である。欧州について

はよい文献を知らないけれど、米と日本を比べ

た文献がある。Jones and Kato［1995］である。

1990 年前後とやや時点は古いが、なにしろ世

界の経済学界最高の舞台 American Economic 
Review 誌にのった論文である。日本につき従

業員参加の生産性効果を計量分析するのが主題

で、そこに米との短い比較がある。なにごとも

他と比較してはじめて見当がつく。その短い行

論からこのシリーズが関心をもつ点を参照して

おく。

　米の従業員持ち株制Employee stock-ownership 
plans ESOP は、日本にくらべむしろ普及して

いる。1980 年代末の数値だが、米の全上場企

業の株の 3％を従業員が持っている。株価の時

価総額で測ったばあいの数値である。他方、こ

れに対応する日本の数値は 0.85％にすぎない。

なお米で ESOP とは、たんに従業員が株をもつ、

というのではない。税の特典もあるひとつの制

度なのだ。

　ただし、米の従業員持ち株制は管理職中心で

ある。非管理職をのぞくところが多い。つまり

米の経営側からすれば、自分で創意工夫を発揮

して働いてもらいたいのは主に管理職で、非管

理職はマニュアルどおりに働いてくれればよ

い、という図式に沿う。他方、日本は非管理職、

管理職の差はより少ない。つまり非管理職でも

創意工夫を職場で発揮してほしい、という図式

とみあっている。

　もっとも米では従業員持ち株制がとくにつよ

い事例もあり、10 社にはとどかないけれど、

非管理職が従業員持ち株制の代表として取締役

会に参加している、という（pp. 93－4）。ごく

一部にせよ従業員の役員会参加もないではない

のだ。ただし、どのような規模の企業かは不詳

である。

Freeman と Lazear の理論モデル

　うえでみた西欧、北欧の労働者の発言の効果

を、簡明な理論でしめしたのが Freeman　and 
Lazear ［1995］ である。まずはフリーマンと西

欧の研究者 Rogers のふたりの、西欧の Works 
councils 聞きとり調査が先行する。それをきれ

いに理論化した。寡聞にして他の理論モデルを

知らないので、ここで紹介しておく。日本のこ

とを考え、さらに一般モデルを構想するばあい

に重要と考えるからである。なお、欧州には a．
役員会への従業代表の参加と b．企業レベルや

事業所レベルでの従業員組織との協議 Works 
council のふたつの形があることは、縷々のべ

てきた。その後者 b を念頭において理論を構築

している。ただし、前者 a、役員会への従業員

代表の参加の意味を推量するよい手がかりとな

ろう。

　Freeman と Lazear モデルのみるべき主張の第

一は、従業員の知恵の活用である。Works 
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council で従業員の発言があると、その智慧が

ひきだされ、それによって「レント」がうまれ

る、と想定する。ここでレントとは、生産性の

上昇による、収益の相場をこえた上積みである。

生産性の上昇はこれまでの多くの計測によっ

て、かなり確かめられてきた。この点について

異存はない。いやもっと強く主張できる、と確

信している。それは生産性に影響する肝心の要

素、技能などの内実の把握が、これまでの研究

では西欧、北欧、米にとらわれすぎている。そ

のため、日本などの研究成果をよくとり入れず、

職場の技能の真の核心に踏み込んでない。そこ

に踏み込んでいれば、生産性の上昇がさらに鮮

明にわかる、と考えるからである。

　第二、それはしかし労働者の発言が弱いばあ

いにかぎる、と二人は主張する。というのは、

労働者組織の発言が強すぎると、そのレントの

多くを労働者側がとってしまう。その結果、社

会的に最適な生産水準より低くなる、というの

である。そのあとをふたりの論文は書いてない

が、研究開発や設備投資にまわらず、賃金にま

わり企業の競争力をよわめるからだ、という筋

となろう。

　そこに多くの論点がある。まず二人は主張す

る。それにもかかわらず、労使協議制が西欧、

北欧で長年成立しているのは、分配に関し、産

業別労働組合の相場がつよく働くからだ。それ

が労働者組織の分配への歯止めになる。とりす

ぎを防いでいる。他方、米、英などアングロサ

クソンではそうはいかない。産業別交渉の相場

がよわく、労使関係が「分権的」となっている

からだ、という。この点は日本の、西欧、米、

英を一括する認識と異なろうが、ともかくもそ

の理由で法律により義務づけることが肝要だ、

という主張になるのだろう。ただし、義務づけ

るという点の説明はやや不分明である。

　わたくしのみるところ、これは米の現状擁護

論で、ややあやしい論点をふくむ。まず、西欧

や北欧の産業別レベルの交渉は、分配の相場を

充分にはきめてはいない。企業や事業所ごとの

上積みがすくなくない。すなわち「賃金ドリフ

ト drift」である。そもそも賃金ドリフトとは、

スウェーデンの言葉、その使い方からであった。

産業別の交渉にかなりの額を上積みするのは、

ドイツでもスウェーデンでも、米英となんらか

わるところはなかろう。

　第三、かれらは、このモデルのどこに実態が

落ち着くかは、従業員代表の性格、すなわちそ

の選び方に依存しよう、とも主張する。もっと

もな主張で、もし短期を重視する従業員が代表

をえらべば、おそらくは従業員側のつよすぎる

場合となろう。長期の利を失う帰結となる。だが、

もし長期を重視する人材を従業員代表として選

ぶならば、Freeman たちのいう「社会的な最適点」

をめざす意見が従業員側からも生じよう。

　つまり、真の問題は長期をめざす従業員代表

を選ぶか、それとも短期をめざす代表を選ぶか、

となる。すなわち長期対短期、つまりは従業員

代表の選び方の問題に帰する。その点を制度の

設計として最終節で展開する。

３．制度の設計

だれが従業員代表となるか

　ようやく提案の内容をやや具体的に考察でき

る段階に達した。まず他国の規定上の情報から

は学びにくい点から語ろう。それは従業員代表

として、どのような人物を想定するかである。

従業員でありさえすればだれでもよい、という

わけにはいくまい。明日にでも会社をやめよう、

という人ももちろんいる。これまで漠然と長期

勤続で企業の実際をよく知る人、というイメー

ジを描いてきた。そうでないと、長期の視野で

企業の将来を描き、現在の政策決定に参加でき

まい。

　問題はそれをいかに具体的な規定におとしこ

むかである。すなわち被選挙権、選挙権の範囲

をまず考察する。ついで、直接選挙か間接選挙

かを考える。被選挙権は勤続 5 年以上などを考

えている。理由は簡単で、長期を考える能力や

知識をあるていど身につけている人でないと困

る。それには 10 年以上としてもよいのだけれ

ど、清新の気がやや注入しにくいかもしれない。

他方、入社して 3 年までの離職率は、日本の大

企業でもこれまでの実績でみるかぎり低くな

い。勤続別離職率統計は企業規模別ではなかな
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かみつからないが、わたくしが個別企業をかつ

て回り歩いたときの状況から察すれば、3 年を

こえると離職率が激減する。そこで 3 年以上あ

るいは 10 年以上というイメージから、勤続 5
年以上者に被選挙権がある、つまり従業員代表

に立候補できる、と提案する。

　選挙権は勤続 3 年以上とする。うえでのべた

離職率動向の理由からである。入社早々では企

業の事情も知らず、したがって発言する内容、

能力を身に付けていない。そうした人たちはの

ぞく。同様に、企業の実状も知ろうとせず、た

んに権力欲や激情にかられた人物もさけたい。

なにしろ企業の長期を考え、長期の雇用の方策

を考究するのが主目的だからである。

間接選挙の推奨

　その主旨からすると、間接選挙がよりのぞま

しい。中小規模ではもちろん直接選挙でかまわ

ない。おもな理由は、投票すべき人物をたんに

文書上で知るのではなく、あるていど直接知る

関係、いわゆる face to face の関係がのぞましい、

というにある。いっしょに仕事したことがあれ

ば最高だが、そこまでいかなくとも話したこと

がある、などという間柄である。選ぶ方も候補

者の仕事の力、発言の力があるていどわかるか

らである。

　その点はトクヴィルの古典的な指摘に沿って

いる。周知のように、トクヴィルは独立してま

もない米社会を探検し、かの古典を書く。その

なかの重要な 1 節に、米議会では下院のメン

バーよりも上院のメンバーが概して上品だ、と

強調している。その理由は、当時の上院議員は

間接選挙、他方下院議員は直接選挙だから、と

いうのであった。たんなるスローガンや胸おど

る文書よりも、人物を多少とでも直接知る方が

より信頼できる結果が得られる、とトクヴィル

は考えた。わたくしもその点同意する。

　人数は一元制か二元制かによる。ドイツのよ

うなはっきりした二元制なら 3 分の 1 がひとつ

の国際相場であり、一元制なら複数ながら 2、
3 人などという少数が、これまたささやかなが

ら国際相場である。そうした国際相場にした

がって一向に差支えない。なぜなら、従業員は

企業の業績へのまことに重要な貢献者ではあっ

ても、貢献者のすべてではない。経営者、大株

主それぞれも大きく貢献しており、少数となる

のは妥当であろう。

　なお、役員会が一元制か二元制かの区別は、

実際には明確ではない。ドイツのようであれば、

ことは明白である。監査役会には常勤はいない。

逆に取締役には非常勤はいないようだ。ところ

が米のように、一応一元制だが取締役会のメン

バーの大半が非常勤つまり社外役員であると、

実態としてはむしろ二元制の監査役会に近くな

る。そして社内の執行役員会こそがドイツの取

締役会にあたる、と見たほうが実際に近かろう。

従業員代表の人数は役員会の実際の構成いかん

によるところが大きい。

　たとえば日本で、米に表面上ならって社外取

締役が増加し大半の席をしめるならば、それは

事実上監査役会となり、3 分の 1 まで従業員代

表をいれても、とくに国際相場をこえて優遇し

たことにはならないであろう。だが、依然社内

取締役が大半をしめるならば、従業員代表は 2、
3 人ていど、ごく少数だが一人ではない、とい

う国際相場におちつくのが無難であろう。

予想される懸念

　従業員代表を役員会に入れるとは、よいこと

づくめではない。まったくの推量としてあえて

展開すれば、人性の常として、あらたな権力の

座をめぐる争いが、従業員内部でおきる可能性

がある。それに部門間の争い、派閥間の利害、

ときに政治や思想がからむ争いがありえよう。

混乱の場が増える。それはある意味で必要なコ

ストと覚悟するほかあるまい。その点も考慮し

て選挙権を勤続 3 年以上なり、企業の状況を知

る人たちに制限する、と提案したのでもあった。

　常識的な弊害としては、企業の決定がおくれ

機敏な対策がとりにくくなる、といわれるかも

しれない。だが、この点はドイツの先例を参考

にできよう。満場一致が得られるまで待ったり

して時間をかけたが、ドイツの企業の実績はわ

るくなかった。おもうに、むしろ決定にあたり、

より多くの情報をさまざまな方面からあつめ、

また関係者に信頼できる情報を伝える利点こそ
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大きい、というべきか。

　経営側との対立がつづく、という心配もあた

るまい。これもドイツの例が参考になろう。経

営執行部の長期の投資計画を支援したのは、ド

イツでは株主側よりも従業員代表であった。長

期の視野をもつ点では、はるかに非常勤の株主

たちよりもつよいであろう。

　よく欧州のばあい、従業員代表は役員会に参

加しても、企業の方針の決定にあまり発言しな

い。それというのも、その知識、能力の不足を

自覚しているからだ、などという指摘がある。

だが、この点は欧州とくらべ、むしろ日本によ

り有利な点であろう。項を改めて説明しよう。

発言の能力

　このシリーズがくりかえし指摘してきたこと

だが、日本企業の職場の中堅層の、技術レベル、

知的レベルの高さ、またその層の厚さである。

それは日常、職場で高度な仕事、問題や変化へ

の対応をこなしているために、自分から技能を

高め知性を磨くからであろう。前例のとぼしい

問題処理には、自学自習が欠かせない。それが

知性を磨き育てる。

　そうした問題や変化をこなすのは、他国なら

ばホワイトカラー、それも米風にいえば

exempt クラスとなろうが、日本の職場では生

産労働者の技能上位半分層にまでおよぶ。職場

の問題を処理するために、自分の仕事、自分の

職場のことを知るだけではたりない。生産や仕

事の流れを把握しておく必要がある。さらに企

業全体の仕事の流れを知っておくと効果的だ。

　たとえば、自動車の最終組立ラインをとろう。

60 秒ごとの単純なくりかえし作業をこなすだ

け、とおもわれてきた。ところが、そのなかの

えらばれた少数は「パイロットチーム」に入る。

第 5 章でみたように、そこで生産ラインの設計、

構築に参加する。しかも海外事業所での生産ラ

インの更新にあたり、その地に出張し教え手の

役をつとめる。ひろい視野をもたないと、日常

の仕事のなかの高度な部分が処理できない。

　そうであれば、経営にたいし発言したい問題

点はたくさん抱えていよう。あれも言いたい、

これも言いたい、であろう。その内容を経営の

管理者たちがすでに知っている、とはとうてい

思えない。しかも、発言する力、技術の背景を

かなりつみあげてきた。この心配もあたるまい。

海外にも

　要するに、従業員の役員会への参加は、西欧

よりもとりわけいまの日本に適した、効果の大

きい方策ではないだろうか。のみならず海外日

本企業を通じ、西欧、北欧以外の国にもしだい

に広がっていくのではないだろうか。海外日本

企業が、日本の国内職場の仕事をとおして築い

てきた方式を、しだいに他国の事業所にも実施

していく。生産ライン更新をあつかうスタッフ、

生産労働者のパイロットチームをつくってい

く。パイロットチームとまでいかなくとも、職

場で中位の難度の問題と変化をこなす中堅層

も、しだいに厚くなっていく。しかも、海外の

新興国も中等、高等教育が庶民に急速に広がっ

ていく。日本の方式―中堅層の人材を形成し厚

くする傾向は、ますます国をこえて広がってい

くであろう。それに基づいた参加方式がおもわ

れる。

　これほど日本にとっても有利な方策なのに、

なぜこれまでこうした議論がそれほどつよくは

表にでなかったか。同志はもちろんすくなくな

い。伊丹［2000］、藤村［2005］、吉村「2007」
などである。だが、あえてここにあらたな文章

を書くささやかな理由がないではない。

　第一、これらはやや「日本的」ないし「日本

型」を強調する。もっともたとえば伊丹［2000］
はそうはいいながら、その一般普遍性をも追加

していう。だが、日本型への強調は消えない。

そうした傾向はおそらくはドイツなど西欧の方

式への疑念にあるのではないだろうか。その先

頭に立つドイツの方式を、企業外に広がる傾向、

たとえば従業員代表よりも労働組合代表への過

大評価におく。だが、2000 人規模以上のふつ

う産業大企業での労働者代表のうち労働組合代

表は、10 人中 3 人にすぎない。しかも労働組

合代表のすくなからずが従業員代表の可能性が

ある。それにけっしてドイツだけの話ではない。

すでに縷々のべてきたように、数なくないかな

りの西欧、北欧の国ぐにがそうした方式をとっ

48　　長期の競争、短期の競争―人材 vs. ファイナンス（7）



ている。

　第二、つまりわたくしの議論は、その方式の

一般的な普遍性をより強調している。それを市

場競争の概念から説きおこしている。ふつう観

念される競争は短期の競争で、実際に企業間の

競争をきめるのは長期の競争だという、いわば

自明に近いことから説明しようとしている。そ

のためにあえて古典派にさかのぼって説明して

いるのだ。そうした一般性があればこそ、新興

国にもひろがっていく傾向を予測できよう。そ

うした動きを日本が先導しているのだ。

　このような議論はありながら、なおこれまで

の日本の議論はそれに組していない。おもうに、

その最大の理由は左翼思想の残滓、そしてそれ

と裏腹の劣等感であろう。欧州でいえば、イタ

リアはいまだに資本と労働の対立という観念が

つよく、役員会への従業員の参加に労働組合は

反対してきた。フランスも同様な観念が根強

かったが、それでも遅ればせながら 1990 年代

からようやく役員会への参加がはじまった。い

ずれもかつて共産党が労働組合を主導したとこ

ろである。

　日本はこの両国よりも共産党の組合主導はは

るかによわい。日本で共産党が政権に近づいた

ことはなく、社会党中心の左翼が政治をにぎっ

たのもごく短い期間にすぎなかった。にもかか

わらず、なおフランスにも遅れをとっている。

なぜか。こうした議論が表にでなかったのは、

おそらくはつよい劣等感のあらわれではないだ

ろうか。西欧とちがい、まともな「近代化」で

なかったゆえに、日本はまずは資本、労働それ

ぞれの確立、すなわち対立からことをはじめね

ばならない、そうした意識が存外につよかった

のではないだろうか。左翼思想と遅れ意識の残

滓の結果であったろう。つよい劣等感とそれを

裏返した優越感、それから解き放たれた、己を

知り他を知ることの枢要性を強調したい。

　　

注：
1）原［2007］［2009］はほとんど内容がかさなる

が、わずかに前の本［2007］がわたくしのみる

ところ説明がやや詳しく、両者を併記した。そ

の主旨には心から賛同するけれど、こまかい

点でのわたくしの考えとの差異を記してお

く。私見よりはるかにすばらしい点は、おこす

べきあたらしい技術革新を具体的に提案して

いることだ。このわたくしのシリーズの遠く

およばないところである。

　　他の差異は、いわゆるブレークスルーの革

新を重視する。もちろんその重要性は否定で

きない。だが、わたくしは冒頭の章で記したよ

うに、いわゆる「改良型革新」をも、いやとき

にブレークスルー型以上に、重視する。ブレー

クスルー型を重視する原説は、中小企業のい

わゆるチーム型組織をきわめて高く評価し、

大企業は上下関係がきびしく真のブレークス

ルーができない、と断言する。これにたいし改

良型革新を重視するわたくしは、大企業をも

重んじる。というか、大企業でないとできない

ことが結構多い、と主張する。それどころか改

良型革新の多くのみならず、ブレークスルー

もしばしばそこからでてきた。それはつよい

上下関係などという、通俗的な理解とは別の

世界が大企業内部にも結構あり、それなしに

は改良型はもちろんブレークスルーの革新も

ありえない、と考えているからだ。つよい上下

関係とは異なる実態を支える肝要な力が、労

働組合ではないだろうか。こうした違いはあ

りながら、原説の主張に敬意を表するにやぶ

さかではない。ほかにも経営の短期化を憂え

る文献はないわけではない。たとえばKennedy
［2000］などである。

2）フランスでは株の2 年保有者は議決権が倍に

なるという（日本経済新聞、　2014 年2 月26
日「大機小機］。」

3）すでに同じような見解もある（伊丹「2000」
他）。だが、それらはしばしば「日本型」などと

限定をつける。それでは一般普遍性を主張す

るのによわすぎないであろうか。もちろん伊

丹［2000］は日本型とはいいながら、なおその

一般的普遍性を主張するのであるけれど。

4）ドイツは英米仏ソ連4 か国による分割占領の

ため、占領国間の対抗があり、第二次大戦敗戦

後も西ドイツでは旧体制が案外に保持され、

オーナー大株主が存続した。日本は米の一国

占領のゆえに財閥解体、大企業の分割、経営者
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の追放などがあり、オーナー大株主が消滅し

た。オーナー大企業は敗戦後の起業となる。ド

イツとは異なる。

5）これほど広く欧州各国の事情をまとめて記し

た文献は、なかなか見当たらない。たとえばよ

り新しいClarke［2007］はそのタイトルと500
ページをこえる大部な本にも関わらず、観察

範囲はこれよりせまい。
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